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野生生物の保護管理に係る施策の体系 

 

多種多様な動植物の種を保存し、人と野生生物との共存を図っていくためには、野

生生物の乱獲の防止、生息・生育環境の保全、絶滅のおそれのある種の保護増殖、適

切な管理施策の実施など様々な取組が必要です。 

環境省では、下記の法律や条約・協定により、野生生物保護のための取組を実施し

ています。 

 

 

・希少野生動植物の捕獲、譲渡規制

（国内：73 種、国外：669 分類群） 

・生息地等保護区の指定（９ヶ所） 

・保護増殖事業の実施（38 種） 

 

 

・鳥獣保護区の指定、管理 

（国指定：66 ヶ所） 

・狩猟制度の運用（狩猟免許、狩猟

鳥獣の種類、狩猟の場・期間等の

規制） 

・特定鳥獣保護管理計画制度の運用 

 

・特定外来生物の飼養・輸入等の制

限（特定外来生物：83 種類） 

・特定外来生物の防除 

・未判定外来生物の輸入等の制限 

 

 

・環境中への拡散を防止しないで行

う使用について、事前に主務大臣

の確認を受ける 

・輸出時における輸入国への通告業

務等 

 

 

・多国間条約（ワシントン条約、ラ

ムサール条約） 

・２国間渡り鳥等保護条約・協定 

（米国、オーストラリア、中国、

ロシア） 

 

絶滅のおそれのあ

る野生動植物の保

護 

 

国際的取組 

遺伝子組換え生物

による生物多様性

影響の防止 

特定外来生物によ

る生態系等への被

害の防止 

野生鳥獣の保護管

理 

絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保

存に関する法律 

 

国際条約・国間協定

遺伝子組換え生物等

の飼養等の規制によ

る生物の多様性の確

保に関する法律 

鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法

律 

特定外来生物による

生態系等に係る被害

の防止に関する法律

資料 １－１ 
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ssugimura
テキストボックス
絶滅のおそれのある野生動植物の保護

ssugimura
テキストボックス
資料 １－２



絶滅のおそれのある野生動植物種のリスト（レッドリスト）の公表状況

１９９１年 １９９７年～２０００年 ２００６年度（予定）

哺乳類 哺乳類 哺乳類
鳥類 鳥類 鳥類
爬虫類 爬虫類 爬虫類
両生類 両生類 両生類
汽水・淡水産魚類 汽水・淡水魚類 汽水・淡水魚類

昆虫類 昆虫類 昆虫類
陸・淡水産貝類 陸・淡水産貝類 貝類
汽水・淡水産十脚甲殻類 甲殻類等 その他無脊椎動物
その他の無脊椎動物 クモ形類・多足類等

植物Ⅰ（維管束植物） 植物Ⅰ（維管束植物）

植物Ⅱ * 植物Ⅱ *

＊植物Ⅱは維管束植物以外の植物で、蘚苔類・藻類・地衣類・菌類を対象としている。

＊2006年度改訂を予定しているレッドリストは、動物においては３回目、植物においては２回目の公表となる。

＊植物については、日本自然保護協会、世界自然保護基金等が「我が国における保護上重要な植物種の
現状」を1989年に出版している。

＊1991年はレッドリストと、レッドリストに基づき生息状況等を取りまとめ編纂した書物であるレッドデータブック
を同時に発表している。
　1997年～2000年にかけて公表したレッドリストに対応するレッドデータブックは2000年～2006年にかけて刊行
された。
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国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 一 覧 表
平成16年7月現在（全73種）

＊ 鳥 類（39種）
科 名 種 名 特定国内

和 名 学 名 指 定 時 期 希少野生
動植物種

あ ほ う ど り 科 アホウドリ ﾃﾞｨｵﾒﾃﾞｱ･ｱﾙﾊﾞﾄﾙｽ H5.2.10 政令第17号
（H5.4.1施行）

う 科 チシマウガラス ﾌｧﾗｸﾛｺﾗｸｽ･ｳﾘﾚ 以下同上
こ う の と り 科 コウノトリ ｷｺﾆｱ･ﾎﾞｲｷｱﾅ
と き 科 トキ ﾆﾎﾟﾆｱ･ﾆﾎﾟﾝ
が ん か も 科 シジュウカラガン ﾌﾞﾗﾝﾀ･ｶﾅﾃﾞﾝｽｨｽ･ﾚｳｺﾊﾟﾚｲｱ
わ し た か 科 オオタカ ｱｷﾋﾟﾃﾙ･ｹﾞﾝﾃｨﾘｽ･ﾌｼﾞﾔﾏｴ

イヌワシ ｱｸｲﾗ･ｸﾘｭｻｴﾄｽ･ﾔﾎﾟﾆｶ
ダイトウノスリ ﾌﾞﾃｵ･ﾌﾞﾃｵ･ｵｽｨﾛｲ
オガサワラノスリ ﾌﾞﾃｵ･ﾌﾞﾃｵ･ﾄﾖｽｨﾏｲ
オジロワシ ﾊﾘｱｴｴﾄｩｽ･ｱﾙﾋﾞｷﾙﾗ･ｱﾙﾋﾞｷﾙﾗ
オオワシ ﾊﾘｱｴｴﾄｩｽ･ﾍﾟﾗｷﾞｸｽ･ﾍﾟﾗｸｷﾞｸｽ
カンムリワシ ｽﾋﾟﾛﾙﾆｽ･ｹｴﾗ･ﾍﾟﾙﾌﾟﾚｸｽｽ
クマタカ ｽﾋﾟｻﾞｴﾄｩｽ･ﾆﾊﾟﾚﾝｽｨｽ･ｵﾘｴﾝﾀﾘｽ

は や ぶ さ 科 シマハヤブサ ﾌｧﾙｺ･ﾍﾟﾚｸﾞﾘﾇｽ･ﾌﾙｲﾃｨｲ
ハヤブサ ﾌｧﾙｺ･ﾍﾟﾚｸﾞﾘﾇｽ･ﾔﾎﾟﾈﾝｽｨｽ

き じ 科 ライチョウ ﾗｺﾞﾌﾟｽ･ﾑﾄｩｽ･ﾔﾎﾟﾆｸｽ
つ る 科 タンチョウ ｸﾞﾙｽ･ﾔﾎﾟﾈﾝｽｨｽ
く い な 科 ヤンバルクイナ ﾗﾙﾙｽ･ｵｷﾅﾜｴ
し ぎ 科 アマミヤマシギ ｽｺﾛﾊﾟｸｽ･ﾐﾗ

カラフトアオアシシギ ﾄﾘﾝｶﾞ･ｸﾞﾃｨﾌｪﾙ
う み す ず め 科 エトピリカ ﾙﾝﾀﾞ･ｷﾙﾗﾀ

ウミガラス ｳﾘｱ･ｱｱﾙｹﾞ･ｲﾉﾙﾅﾀ
は と 科 キンバト ｶﾙｺﾌｧﾌﾟｽ･ｲﾝﾃﾞｨｶ･ﾔﾏｽｨﾅｲ

アカガシラカラスバト ｺﾙﾝﾊﾞ･ﾔﾝﾃｨﾅ･ﾆﾃﾝｽ
ヨナクニカラスバト ｺﾙﾝﾊﾞ･ﾔﾝﾃｨﾅ･ｽﾃｲﾈｹﾞﾘ

ふ く ろ う 科 ワシミミズク ﾌﾞﾎﾞ･ﾌﾞﾎﾞ H9.11.27 政令第338号
（H9.12.28施行)

シマフクロウ ｹﾄｩﾊﾟ･ﾌﾞﾗｷｽﾄﾆ･ﾌﾞﾗｷｽﾄﾆ H5.2.10 政令第17号
（H5.4.1施行）

き つ つ き 科 オーストンオオアカゲラ ﾃﾞﾝﾄﾞﾛｺﾎﾟｽ･ﾚｳｺﾄｽ･ｵｳｽﾄﾆ 以下同上
ミユビゲラ ﾋﾟｺｲﾃﾞｽ･ﾄﾘﾀﾞｸﾃｭﾙｽ･ｲﾉｳｲｴｲ
ノグチゲラ ｻﾌｪｵﾋﾟﾎﾟ･ﾉｸﾞｷｲ

やいろちょう科 ヤイロチョウ ﾋﾟﾀ･ﾌﾞﾗｷｭｳﾗ･ﾆｭﾝﾌｧ
ひ た き 科 アカヒゲ ｴﾘﾀｸｽ･ｺﾏﾄﾞﾘ･ｺﾏﾄﾞﾘ

ホントウアカヒゲ ｴﾘﾀｸｽ･ｺﾏﾄﾞﾘ･ﾅﾐｲｴｲ
ウスアカヒゲ ｴﾘﾀｸｽ･ｺﾏﾄﾞﾘ･ｽﾌﾞﾙﾌｽ
オオトラツグミ ﾄｩﾙﾄﾞｩｽ･ﾀﾞｳﾏ･ｱﾏﾐ
オオセッカ ﾒｶﾞﾙﾙｽ･ﾌﾟﾘｭｴﾘ･ﾌﾟﾘｭｴﾘ

み つ す い 科 ハハジマメグロ ｱﾊﾟﾛﾌﾟﾃﾛﾝ･ﾌｧﾐﾘｱﾚ･ﾊﾊｽｨﾏ
あ と り 科 オガサワラカワラヒワ ｶﾙﾄﾞｩｴﾘｽ･ｽｨﾆｶ･ｷﾄﾘﾄｽﾞｨ
か ら す 科 ルリカケス ｶﾞﾙﾙﾙｽ･ﾘﾄﾞﾃｨ

＊哺乳類（4種）
科 名 種 名 備 考

おおこうもり科 ダイトウオオコウモリ ﾌﾟﾃﾛﾌﾟｽ･ﾀﾞｽｭﾏﾙﾙｽ･ﾀﾞｲﾄｴﾝｽｨｽ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

う さ ぎ 科 アマミノクロウサギ ﾍﾟﾝﾀﾗｸﾞｽ･ﾌﾙﾈｽｨ 同 上

ね こ 科 ツシマヤマネコ ﾌｪﾘｽ･ｴｳﾌﾟﾃｨﾙﾗ H6.1.28 政令第13号
（H6.3.1施行）

イリオモテヤマネコ ﾌｪﾘｽ･ｲﾘｵﾓﾃﾝｽｨｽ 同 上

＊爬虫類（1種）
科 名 種 名 備 考

へ び 科 キクザトサワヘビ ｵﾋﾟｽﾄﾄﾛﾋﾟｽ･ｷｸｻﾞﾄｲ H7.2.8 政令第18号
（H7.4.1施行）

＊両生類（1種）
科 名 種 名 備 考

さんしょううお科 アベサンショウウオ ﾋｭﾉﾋﾞｳｽ･ｱﾍﾞｲ H7.2.8 政令第18号
（H7.4.1施行）
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＊魚類（4種）
科 名 種 名 備 考

こ い 科 イタセンパラ ｱｹｲﾛｸﾞﾅﾄｩｽ･ﾛﾝｷﾞﾋﾟﾝﾆｽ H7.2.8 政令第18号
（H7.4.1施行）

スイゲンゼニタナゴ ﾛﾃﾞｳｽ･ｱﾄﾚﾐｳｽ･ｽｲｹﾞﾝｽｨｽ H14.8.7 政令第276号
(H14.9.1施行)

ミヤコタナゴ ﾀﾅｷｱ･ﾀﾅｺﾞ H6.1.28 政令第13号
（H6.3.1施行）

ど じ ょ う 科 アユモドキ ﾚﾌﾟﾄﾎﾞﾃｨｱ･ｸﾙﾀ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

＊昆虫類（5種）
科 名 種 名 備 考

と ん ぼ 科 ベッコウトンボ ﾘﾍﾞﾙﾙﾗ･ｱﾝｹﾞﾘﾅ H6.1.28 政令第13号
（H6.3.1施行）

せ み 科 イシガキニイニイ ﾌﾟﾗﾃｭﾌﾟﾚｳﾗ･ｱﾙﾋﾞｳﾞｧﾝﾅﾀ H14.8.7政令第276号
（H14.9.１施行）

げ ん ご ろ う 科 ヤシャゲンゴロウ ｱｷﾘｳｽ･ｷｼｲ H8.1.18 政令第4号
（H8.2.1施行）

こ が ね む し 科 ヤンバルテナガコガネ ｹｲﾛﾄﾇｽ･ﾔﾝﾊﾞﾙ 同 上

しじみちょう科 ゴイシツバメシジミ ｼｼﾞﾐｱ･ﾓｵﾚｲ 同 上

＊植物（19種、うち特定国内希少野生動植物種6種）
科 名 種 名 備 考

お し だ 科 アマミデンダ ﾎﾟﾘｭｽﾃｨｸﾑ･ｵﾊﾞｲ H11.11.25 政令第380号 ○
（H12.1.4施行）

つ つ じ 科 ムニンツツジ ﾛﾄﾞﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾝ･ﾎﾞﾆﾈﾝｾ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

ヤドリコケモモ ｳﾞｧｷﾆｳﾑ･ｱﾏﾐｱﾇﾑ H11.11.25 政令第380号
（H12.1.4施行）

の ぼ た ん 科 ムニンノボタン ﾒﾗｽﾄﾏ･ﾃﾄﾗﾒﾙﾑ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

ら ん 科 アサヒエビネ ｶﾗﾝﾃ･ﾊﾄﾘｲ 同 上

ホシツルラン ｶﾗﾝﾃ･ﾎｽｨｲ 同 上

チョウセンキバナアツモ ｷｭﾌﾟﾘﾃﾃﾞｨｳﾑ･ｸﾞﾀﾄｩﾑ H14.8.7政令第276号
リソウ （H14.9.１施行）
ホテイアツモリ ｷｭﾌﾟﾘﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾏｸﾗﾝﾄｩﾑ変種ﾎﾃｲｱﾂﾓﾘｱ H9.9.5 政令第276号 ○

ﾇﾑ （H9.11.1施行）
レブンアツモリソウ ｷｭﾌﾟﾘﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾏｸﾗﾝﾄｩﾑ変種ﾚﾌﾞﾈﾝｾ H6.1.28 政令第13号 ○

（H6.3.1施行）
アツモリソウ ｷｭﾌﾟﾘﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾏｸﾗﾝﾄｩﾑ変種ｽﾍﾟｷｵｽﾑ H9.9.5 政令第276号 ○

（H9.11.1施行）
オキナワセッコク ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｳﾑ･ｵｷﾅｳｪﾝｾ H14.8.7政令第276号

（H14.9.１施行）
コゴメキノエラン ﾘﾊﾟﾘｽ･ｴﾙﾘﾌﾟﾃｨｶ 同 上

シマホザキラン ﾏﾗｸｽｨｽ･ﾎﾞﾆﾈﾝｽｨｽ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

クニガミトンボソウ ﾌﾟﾗﾀﾝﾃﾗ･ｿﾉﾊﾗｲ H14.8.7政令第276号
（H14.9.１施行）

こ し ょ う 科 タイヨウフウトウカズラ ﾋﾟﾍﾟﾙ･ﾎﾟｽﾃﾙｽｨｱﾇﾑ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

と べ ら 科 コバトベラ ﾋﾟﾄｽﾎﾟﾙﾑ･ﾊﾟﾙｳﾞｨﾌｫﾘｳﾑ 同 上

は な し の ぶ 科 ハナシノブ ﾎﾟﾚﾓﾆｳﾑ･ｷｳｽｨｱﾇﾑ H7.2.8 政令第18号 ○
（H7.4.1施行）

き ん ぽ う げ 科 キタダケソウ ｶﾙﾘｱﾝﾃﾑﾑ･ｲﾝｽｨｸﾞﾈ変種ﾎﾝﾄﾞｴﾝｾ H6.1.28 政令第13号 ○
（H6.3.1施行）

く ま つ づ ら 科 ウラジロコムラサキ ｶﾙﾘｶﾙﾊﾟ･ﾊﾟﾙｳﾞｨﾌｫﾘｱ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）



国内希少野生動植物種の生息地等保護区と保護増殖事業

レブンアツモリソウ

ウミガラス

タンチョウ

エトピリカ

チョウセンキバナアツモリソウ

トキ

ミヤコタナゴ

＜羽田＞

アホウドリ

アベサンショウウオ

＜大岡＞＜善王子長岡＞

イタセンパラ

スイゲンゼニタナゴ

ゴイシツバメシジミ

ツシマヤマネコ

オオトラツグミ

ノグチゲラ
ヤンバルテナガコガネ
ヤンバルクイナ

イリオモテヤマネコ

ハナシノブ

＜山迫・北伯母様＞

ベッコウトンボ

＜藺牟田池＞

キクザトサワヘビ

＜宇江城岳＞

キタダケソウ
＜北岳＞

イシガキニイニイ＜米原＞

イヌワシ
オオワシ
オジロワシ
（全国）

保護増殖事業

生息地等保護区＜名称＞

平成18年８月現在

シマフクロウ

はんだ

やまさこ きたおばさま

よねはら

うえぐすくだけ

いむたいけ

アカガシラカラスバト
小笠原希少植物８種
・ムニンツツジ
・ムニンノボタン
・アサヒエビネ
・ホシツルラン
・シマホザキラン
・タイヨウフウトウカズラ
・コバトベラ
・ウラジロコムラサキ

アユモドキ

アマミヤマシギ

ヤシャゲンゴロウ

ぜんのうじながおか
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保護増殖事業計画における各種の飼育下繁殖及び野生復帰の記述

技術確立、検討 実施 検討 実施
アベサンショウウオ
アホウドリ
アマミノクロウサギ ○
アマミヤマシギ ○
アユモドキ ○ ○ ○
イタセンパラ ○
イヌワシ ○ ○
イリオモテヤマネコ ○
ウミガラス ○ ○
エトピリカ ○ ○
オオトラツグミ ○
小笠原植物８種 ○ ○ ○ ○
キタダケソウ
ゴイシツバメシジミ ○ ○
シマフクロウ ○ ○
スイゲンゼニタナゴ ○ ○ ○
タンチョウ ○ ○
チョウセンキバナアツモリソウ ○ ○ ○
ツシマヤマネコ ○ ○
トキ（変更後） ○ ○
ノグチゲラ ○
ハナシノブ
ベッコウトンボ
ミヤコタナゴ ○ ○ ○
ヤンバルクイナ ○ ○ ○
ヤンバルテナガコガネ ○ ○
ヤシャゲンゴロウ ○ ○
レブンアツモリソウ ○

飼育下繁殖 野生復帰

7



 8

トキ保護増殖事業について 
 
 
 
１．トキについて 

（１）学名・分類 

Nipponia nippon  (Temminck､1835) 
コウノトリ目 トキ科  トキ 

 
（２）保護に関する指定等 

・特別天然記念物 
・種の保存法に基づく「国内希少野生動植物種」 
・日本版レッドリスト 野生絶滅に掲載 
・国際保護鳥 
・ＩＵＣＮ版レッドリスト 絶滅危惧に掲載 
・ワシントン条約 附属書Ⅰに掲載 

 
 
２．トキ保護増殖事業計画（H16 年 1 月 29 日 農林水産省 国土交通省 環境省） 
（１）個体の繁殖及び飼育 
（２）生息環境の整備 
（３）再導入の実施 
（４）飼育個体の分散 
（５）中国との相互協力の推進 
（６）その他 
 
 
３．個体数の推移等 
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2007 トキ野生順化施設供用 (予定)

2008 試験放鳥 (予定)

1967 旧センター開設 

1981 野生トキ一斉捕獲 

1993 現センター開設

1999 友友
ヨウヨウ

(♂)、洋洋
ﾔﾝ ﾔ ﾝ

(♀) 贈呈

2000 美美
ﾒ ｲ ﾒ ｲ

(♀) 贈呈

飼育下個体数

野生個体数 

1952 特別天然記念物 

1960 国際保護鳥 
1993 国内希少野生動植物種

2004 保護増殖事業計画改定

2006  98羽 

2003 ｷﾝ死亡

羽 
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猛禽類保護への対応

１．猛禽類を保護する意味

猛禽類は、生態系において食物連鎖の頂点に位置していることから、被食者

に比べ個体数が少なく、環境の変化の影響を受けやすく絶滅のおそれのある種

を多く含んでいる。また、猛禽類の存在は、猛禽類が生態系を構成する多様な

生物相に支えられていることから、生態系の健全性を示す指標として考えられ

ている。猛禽類を保護することは、地域の生態系、生物多様性の保全を図って

いく上で象徴的な意味がある。

２．猛禽類保護への対応

（１）分布、個体数、生態などの知見の収集

猛禽類は、個体数が少ない上に、行動圏が広く、繁殖が年に１回、育雛ま

でに時間がかかる等のため、分布、個体数、生態等の知見の収集に長期間を

要する。

これらの知見を収集するため、イヌワシ、クマタカ、オオタカについての

調査を実施し、推定個体数、分布図等を公表してきた。推定個体数について

は、イヌワシは約４００～６５０羽、クマタカは最低約１，８００羽、オオ

タカは最低約１，８００～２，２００羽である。これら３種の分布図は別紙

。 、 、１～３のとおりである また 今年度においても引き続きこの３種について

調査を実施しているところである。

（２）開発行為による生息・繁殖への影響等の回避、低減

開発行為による生息・繁殖への影響等を回避、低減するため、平成８年に

開発行為における猛禽類保護への配慮方法等をマニュアル化した「猛禽類保

」（ ） 。護の進め方 特にイヌワシ・クマタカ・オオタカを中心として を示した

また （１）の調査結果等を踏まえ、今後「猛禽類保護の進め方」の改訂、

を検討していくこととしている。

（３）個別種の保護増殖事業

イヌワシについては、平成８年に保護増殖事業計画を策定したところであ

るが、平成１７年にはオオワシ、オジロワシについて、各々の種毎に保護増

殖事業計画を策定した。環境省としては、これらの計画に基づいて、生息・

繁殖状況等の把握、繁殖地等における繁殖環境等の維持及び改善等の保護増

殖事業に取り組んでいる。



 

■ 生息確認（635） 
■ 生息推定 （84） 
■ 一時滞在 （55） 
※括弧内は２次メッシュ（10km×10km）数 

日本におけるイヌワシの生息分布（1990～2002 年 3 月） 

注１ 「生息確認」は既存資料調査、現地調査、アンケート調査から実際に生息が確認されたメッシュ、「生息推定」

はアンケート調査から生息が推定されたメッシュ、「一時滞在」は既存資料調査、現地調査、アンケート調査か

ら実際に生息が確認されたが一時的な滞在だと思われるメッシュを表している。 

注２ 生息が確認されていないメッシュには、まだ調査が行われていないメッシュが含まれているため、今後の調

査の進展によって、新たな生息が確認される可能性がある。 

別紙１ 
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shizen06
長方形



 

■ 生息確認（1402） 
※括弧内は２次メッシュ（10km×10km）数 

日本におけるクマタカの生息分布（1990～2002 年 3 月） 

注１ 「生息確認」は既存資料調査、現地調査、アンケート調査から実際に生息が確認されたメッシュを表してお

り、イヌワシの生息分布図における「生息確認」と「一時滞在」の両方を含んでいる（「生息確認」と「一時滞

在」を区別できなかったため）。 

注２ 生息が確認されていないメッシュには、まだ調査が行われていないメッシュが含まれているため、今後の調

査の進展によって、新たな生息が確認される可能性がある。 

別紙２ 
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shizen06
長方形



別紙１

日本におけるオオタカの生息分布
（１９９６年～２０００年）

Ａ 繁殖を確認

Ｂ 生息を確認し、繁殖の可能性あり

Ｃ 生息を確認したが、繁殖は不明

Ｄ 生息を確認したが、繁殖の可能性なし

Ｅ 生息記録がなく、生息の可能性は低い

生息ランク

※メッシュがないところは、生息情報が得られなかったところ

12

shizen06
長方形



都道府県版レッドデータブック及び希少種の保護・種の保存に関する条例作成状況
（平成18年9月現在）

希少種の保護・種の保存に関する都道府県条例

策定状況
（△は作成中）

条例名 施行日

北海道 ○ ○ 北海道希少野生動植物の保護に関する条例 平成13年12月1日

青森県 ○

岩手県 ○ ○ 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例 平成14年12月16日

宮城県 ○

秋田県 ○

山形県 ○

福島県 ○ ○ 福島県野生動植物の保護に関する条例 平成17年4月1日

茨城県 ○

栃木県 ○ ○ 自然環境の保全及び緑化に関する条例 昭和49年3月30日

群馬県 ○

埼玉県 ○ ○ 埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例 平成12年3月24日

千葉県 ○

東京都 ○ ○ 東京における自然の保護と回復に関する条例 平成13年4月1日

神奈川県 ○

新潟県 ○

富山県 ○

石川県 ○ ○ ふるさと石川の環境を守り育てる条例 平成16年4月1日

福井県 ○

山梨県 ○ ○ 山梨県高山植物の保護に関する条例 昭和61年4月1日

長野県 ○ ○ 長野県希少野生動植物保護条例 平成16年1月1日

岐阜県 ○ ○ 岐阜県希少野生生物保護条例 平成15年8月1日

静岡県 ○ ○ 静岡県自然環境保全条例 平成13年9月1日改正 

愛知県 ○

三重県 ○ ○ 三重県自然環境保全条例 平成15年4月1日

滋賀県 ○ ○ ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例 平成18年3月30日

京都府 ○

大阪府 ○

兵庫県 ○ ○ 環境の保全と創造に関する条例 平成7年8月1日

奈良県 ○

和歌山県 ○

鳥取県 ○ ○ 鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例 平成13年12月21日

島根県 ○

岡山県 ○ ○ 岡山県希少野生動植物保護条例 平成15年12月19日

広島県 ○ ○ 広島県野生生物の種の保護に関する条例 平成6年3月29日

山口県 ○ ○ 山口県希少野生動植物種保護条例 平成17年12月1日

徳島県 ○ ○ 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例 平成18年3月30日

香川県 ○ ○ 香川県希少野生生物の保護に関する条例 平成18年4月1日

愛媛県 ○ △ 愛媛県希少野生動植物保護条例（仮称） 未定

高知県 ○ ○ 高知県希少野生動植物保護条例 平成18年7月1日

福岡県 ○

佐賀県 ○ ○ 佐賀県環境の保全と創造に関する条例 平成15年4月1日

長崎県 ○

熊本県 ○ ○ 熊本県希少野生動植物の保護に関する条例 平成2年12月22日

大分県 ○ ○ 大分県希少野生動植物の保護に関する条例 平成18年3月30日

宮崎県 ○ ○ 宮崎県野生動植物の保護に関する条例 平成18年4月1日

鹿児島県 ○ ○ 鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例 平成15年4月1日

沖縄県 ○ △ 沖縄県希少野生動植物種保護条例（仮称） 平成19年11月予定

合計 47 26

ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ
作成状況

都道府県名
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資料 １－５

遺伝子組換え生物による生物多様性影響の防止
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資料 １－６

国際的取組み
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議題２ 沿岸・海洋域の保全について

資料一覧

資料２－１ わが国の排他的経済水域

資料２－２ 沿岸・海洋域の生物多様性保全に関する取組

資料２－３ 沿岸・海洋域の生物多様性に係る主な動き

資料２－４ 沿岸生態系の状況について

・主要な干潟の分布状況と面積の推移

・主要な藻場の分布状況と面積の推移

・主要なサンゴ礁の分布状況と面積の推移

・海岸改変の現状と推移

資料２－５ 海棲動物の生息状況について

・ジュゴン及びジュゴンの食跡確認位置

・ゴマフアザラシ生息状況

・トド分布図

・オットセイ分布図

・ウミガメ上陸地点分布

・アホウドリ分布図

・エトピリカ分布図

資料２－６ 水産資源の状況について

・水産物の消費量、漁獲量

・海水面漁業の魚種別漁獲量、主な浮魚類の漁獲量

資料２－７ 沿岸・海洋域に係る保護地域について

・沿岸・海洋域に係る保護地域（環境省関係）

・沿岸・海洋域に係る主な保護地域（他省庁関係）

資料２－８ 沿岸域における自然再生について

・沿岸域における環境省関係自然再生事業の取組状況

・沿岸域における自然再生の例

資料２－９ 水産資源保護制度について

・海洋の水産資源の保存及び管理に関する制度の現状

（ ） 、 、・漁獲可能量 ・漁獲努力可能量( )制度 採捕規制TAC TAE
資源回復計画

・資源回復計画の例

資料２－１０ 知床世界自然遺産地域海域管理計画について

資料２－１１ 沿岸、海洋生物モニタリングの現状

資料２－１２ 課題と方向性



１ 

 
 
 
 
 

 

 
 

排他的経済水域の面積と国土面積（単位：万km2）

面積 順位 面積 順位

アメリカ 762 1 963 3 79.1%

オーストラリア 701 2 769 6 91.2%

インドネシア 541 3 189 15 286.2%

ニュージーランド 483 4 27 73 1788.9%

カナダ 470 5 997 2 47.1%

日本 447 6 38 60 1176.3%

排他的経済水域（含：領海） 国土 排他的経済水域
/国土面積（%）

 

わが国は国土面積の約 12倍の排他的経済水域をもつ。わが国の国土面積は世界で第 60
位だが、排他的経済水域の面積は世界で第 6位になる。 

出典：海上保安庁 HP 資料を一部改変 

資料 ２－１

我が国の排他的経済水域 



 

2 

 
  沿岸・海洋域の生物多様性保全に関する取組 

 
 

保護地域 
 ・自然公園 
 ・自然環境保全地域 
 ・鳥獣保護区 
 ・保護水面 
 ・天然記念物 等 

 

藻場・干潟調査（自然環境保全基礎調査） 等 

 

生
態
系
に
関
連
す
る 
取
組 

 

沿岸域の自然再生（干潟、藻場、サンゴ礁等） 

 

海棲動物 
 ・ウミガメ保護（産卵地の保護等） 
 ・アザラシ類生息調査 
 ・ジュゴンと藻場の広域的調査 等 

 

種
に
関
連
す
る
取
組 

 

水産資源 
 ・ＴＡＣ（漁獲可能量）制度 
 ・採捕規制 
 ・資源回復計画 等 

 
  その他の取組 

調査・研究、自然とのふれあい、国際的取組 等 

 

資料 ２－２ 
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沿岸・海洋域の生物多様性に係る主な動き 

昭和４５年 ５月 自然公園法改正（海中公園地区制度） 

昭和４９年１１月 沿岸域における最初の鳥獣保護区（中海）指定 

昭和５５年 ６月 ラムサール条約締結 

平成 ３年 環境省ＲＤＢ「日本の絶滅のおそれのある野生生物」作成 

平成 ４年 ６月 

リオ地球サミット「アジェンダ２１」において、「海洋・沿岸

域の統合的管理」、「海洋環境保護」、「海洋生物資源の持続

可能な利用及び保全」等について記載 

平成 ５年 ４月 水産資源保護法施行規則改正により６種の採捕を規制 

      ５月 生物多様性条約締結 

平成 ６年１２月 国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）公表 

平成 ８年 ６月 
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律制定により排他的経済

水域（EEZ）を設定 

      ６月 

         

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律制定。漁獲量を規制

する漁獲可能量(TAC)制度導入 

      ７月 国連海洋法条約締結 

平成１０年 水産庁水生生物ＲＤＢ作成 

平成１３年 ６月 
水産基本法制定。「水産資源が生態系の構成要素である」との

認識のもと、その持続的な利用を明記 

     １２月 
「重要湿地５００」公表（干潟６８箇所、藻場１１３箇所、砂

浜１３箇所、サンゴ礁２８箇所等） 

平成１４年度～ 
自然環境保全基礎調査 浅海域（「重要湿地５００」に選定さ

れた藻場・干潟）調査開始 

平成１４年 ７月 
改正鳥獣保護法公布。ニホンアシカ、アザラシ類、ジュゴンが

鳥獣保護法の対象に 

平成１５年度～ 
モニタリングサイト１０００開始（干潟、藻場、砂浜、サンゴ

礁含む。） 

平成１７年 ７月 
国土形成計画法制定。国土形成計画の計画事項として「海域の

利用及び保全」を明記 

      ７月 知床世界自然遺産登録（海域を含む区域） 

平成１８年 ６月 

国土交通省の海洋・沿岸域に関する施策を総合的に推進するた

め「国土交通省海洋・沿岸域政策大綱」策定 
 生物多様性関連部分の記述 
   ・海洋・沿岸域の自然環境を回復させる 
     「干潟や藻場、サンゴ礁、湿地等の保全と再生、修復」、「底質環境の 

改善」 
   ・海洋・沿岸域の自然環境及び景観の維持及び保全を図る 
     「沿岸域構造物と環境及び景観との調和」、「漂着ごみや放置船舶等の 

処理」 

資料 ２－３ 





有明海 22,070ha

燧灘 1,074ha

沖縄島 1,440ha

八代海 4,664ha

主要な干潟の分布状況と面積の推移

92.4%

7.6%

83.5% 16.5%

87.5% 12.5%
90.9% 9.1%

第５回自然環境保全基礎調査（H4年）における全国の干潟（浅海域内外）面積の合計は49.380haであった。
第２回調査（S53年）以降5,920haの干潟が消滅した。

主要な干潟とその面積

海域名 総面積（ha）

円の大きさは総面積（ha）
左右の数字は各割合（％）

現存％

現存％
消滅％

4,000
2,000

400

0 km500250

三河湾 1,725ha
88.5% 11.5%

伊勢湾 1,643ha
83.7% 16.3%

東京湾 1,920ha

90.3% 9.7%

網走 1,096ha

99.5% 0.5%

根室 1,148ha
91.4% 8.6%

周防灘西 6,532ha

100.6% 0.6%増

海域名 現存面積(ha) 消滅面積(ha)
有明海 20,391 1,679
周防灘西 6,532 (増加)-38
八代海 4,083 581
東京湾 1,734 186
三河湾 1,526 199
伊勢湾 1,375 268
沖縄島 1,203 237
根室 1,049 99
網走 1,091 5
燧灘 976 98

＊網走は第４回基礎調査のデータ

＊

沿岸生態系の状況について 資料 ２－４
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0 250 km500

宗谷 6,358ha

釧路 10,263ha

津軽海峡 8,746ha

能登半島 14,827ha

佐渡 7,350ha

陸奥湾 7,447ha

駿河湾 8,369ha

熊野灘 6,700ha

響灘 7,152ha

唐津伊万里 6,373ha

主要な藻場の分布状況と面積の推移

95.9% 4.1%

100% 0.0%
99.6% 0.4%

100% 0.0%

98.4% 1.6%

95.0% 5.0%

99.8% 0.2%

15,000

7,500

1,500

海域名 総面積（ha）

円の大きさは総面積（ha）
左右の数字は各割合（％）

現存％

現存％
消滅％

99.4% 0.6%

99.9% 0.1%

99.2% 0.8%

海域名 現存面積(ha) 消滅面積(ha)
能登半島 14,761 66
釧路 10,263 0
津軽海峡 8,744 2
駿河湾 8,238 131
陸奥湾 7,073 374
佐渡 7,306 44
響灘 7,137 15
熊野灘 6,646 54
唐津伊万里 6,366 7
宗谷 6,100 258

第４回自然環境保全基礎調査（H4年）における全国の藻場面積の合計は201,212haであった。第２回調査
（S53年）以降6,403haの藻場が消滅した。

主要な藻場とその面積
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八重山列島 19,336ha

主要なサンゴ礁の分布状況と面積の推移

99.5%

0.5%

第４回自然環境保全基礎調査（H4年）において確認された、地形としてのサンゴ礁の総面積は96,479haで
あった。また、サンゴ群集の面積は34,642haで前回調査時（S53年）以降1,512haのサンゴ群集が消滅した。

主要なサンゴ礁海域における
サンゴ群集の面積

海域名 サンゴ群集面積（ha）

円の大きさは総面積（ha）
左右の数字は各割合（％）

現存％

現存％
消滅％

5,000

2,500
500

奄美諸島 6,060ha

98.2% 1.8%

沖縄島8,270ha

85.2%

14.8%

小笠原諸島 461ha

98.9% 1.1%

宮古島 2,027ha

83.5% 16.5%
海域名 現存面積(ha) 消滅面積(ha)
小笠原諸島 456.0 5
奄美諸島 5,951.1 109
沖縄島 7,046.4 1,224
宮古列島 1,957.1 70
八重山列島 19,231.5 104

6
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自然海岸の推移 

1978年～1998年までの海岸改変状況の変化

10,822

4,253

17,414

9,551

4,335

17,859

8,924

4,378

18,155

8,258

4,202

18,717

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

人工海岸

半自然海岸

自然海岸

海岸延長（km）

1978年

1984年

1994年

1998年

 

 
1998年時点（第 5回自然環境保全基礎調査）での海岸の現状 

   

出典：第 2,3,4,5 回自然環境保全基礎調査 
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ジュゴン及びジュゴンの食跡確認位置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 17年度ジュゴンと藻場の広域的調査報告書より抜粋 
 
・ わが国のジュゴンはかつては奄美諸島から八重山列島までの南西諸島海域に広く分布

していたが1960年代以降は正式な記録が無く(内田,1998)現在は沖縄本島周辺のみに生

息すると考えられる。 

・ ジュゴンは沖縄本島周辺の東海岸の中北部と西海岸の北部を主として利用していると

考えられる。 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

読谷村

宜野湾市

那覇市

糸満市

伊江島

瀬底島

名護湾

恩納村

中城湾

久高島

知念村

津堅島

金武湾

浜比嘉島

名護市

嘉陽

宜野座

屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島屋我地島古宇利島

辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古辺野古

安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部安部

辺戸岬

伊部
国頭村

一般情報(ジュゴンの目撃1997年)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

凡例

羅網漂着個体(1965-2005年)

一般情報(1997-2003年)(食跡;潜水調査)

環境省の調査(2002-2006年)(食跡;潜水調査)

環境省以外の調査(1999-2000年)(食跡;潜水調査)

環境省以外の調査(1999-2000年)(目視;航空機調査)

環境省の調査(2002-2006年)(ジュゴンの目視;航空機調査)

海棲動物の生息状況について 
資料 ２－５ 
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ウミガメ上陸地点分布 

 
  自然環境保全基礎調査・海棲動物調査（1997 年）の結果によるアカウミガメとアオウミ
ガメの上陸地点（1992～1996 年）の分布を示した． 
  アカウミガメは関東以西の太平洋側で広く上陸が確認されている．アオウミガメは九州
以南で上陸が確認されている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

小笠原諸島 

奄美諸島 

沖縄諸島 

先島諸島 

大隈諸島 

小笠原諸島 

奄美諸島 

沖縄諸島 

先島諸島 

大隈諸島 

アカウミガメ 

アオウミガメ 
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アホウドリの分布 

分布：伊豆諸島鳥島及び尖閣諸島だけで繁殖。広く北太平洋に分布。栄養分の湧き出る湧昇域に集まる。 

 

1974 年-1978 年の分布 

（昭和 49 年-53 年） 

 

メッシュ数 

Ａ＝0 

Ｂ＝0 

Ｃ＝0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 年-2002 年の分布 

（平成 9年-14 年） 

 

メッシュ数 

Ａ＝2 

Ｂ＝0 

Ｃ＝0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省自然環境局生物多様性センター（2004）第 6回自然環境保全基礎調査 

Ａ（繁殖を確認した） 

Ｂ（繁殖の確認はできなかったが、繁殖の可能性がある） 

Ｃ（生息を確認したが、繁殖の可能性は、何ともいえない） 

凡例 

奄美諸島 

宮古列島 
沖大東島 

大東島 
小笠原諸島 

鳥島 

八重山列島 

奄美諸島 

宮古列島 
沖大東島 

大東島 
小笠原諸島 

鳥島 

八重山列島 
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エトピリカの分布 

分布：北海道東部で繁殖。冬は北海道の太平洋岸で越冬。北太平洋に広く分布。 

 

1974 年-1978 年の分布 

（昭和 49 年-53 年） 

 

メッシュ数 

Ａ＝2 

Ｂ＝0 

Ｃ＝0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 年-2002 年の分布 

（平成 9年-14 年） 

 

メッシュ数 

Ａ＝1 

Ｂ＝0 

Ｃ＝0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省自然環境局生物多様性センター（2004）第 6回自然環境保全基礎調査 

Ａ（繁殖を確認した） 

Ｂ（繁殖の確認はできなかったが、繁殖の可能性がある） 

Ｃ（生息を確認したが、繁殖の可能性は、何ともいえない） 

凡例 

奄美諸島 

宮古列島 
沖大東島 

大東島 
小笠原諸島 

鳥島 

八重山列島 

奄美諸島 

宮古列島 
沖大東島 

大東島 
小笠原諸島 

鳥島 

八重山列島 
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海面漁業の魚種別漁獲量、主な浮魚類の漁獲量 

 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

その他

いか類

貝類

たら類

いわし類

さけ･ます類

かつお類

まぐろ類

 
 
 
 
 

 

魚種別漁獲量の推移 

（農林水産統計より） 

データ出典：農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」 

(トン) 

日本の主な浮魚類の漁獲量

出典：松田裕之（2000）「環境生態学序説」 
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国立公園・国定公園 
 

単位：ha 
名称 所在地 

海中公園地区 
の面積 

普通地域（海域） 
の面積【参考】 

【国立公園】      
利尻礼文サロベツ 北海道 0 10,600
知床 北海道 0 22,400
陸中海岸 岩手県・宮城県 23 38,800
小笠原 東京都 463 23,800
富士箱根伊豆 東京都・静岡県 52 44,600
伊勢志摩 三重県 0 20,600
吉野熊野 三重県・和歌山県 67 19,400
山陰海岸 京都府・兵庫県・鳥取県 67 11,300
瀬戸内海 岡山県など 11 府県 0 851,000
大山隠岐 鳥取県 58 33,500
足摺宇和海 愛媛県・高知県 179 42,000
西海 長崎県 30 54,800
雲仙天草 熊本県、鹿児島県 116 34,900
霧島屋久 鹿児島県 141 18,800
西表 沖縄県 214 40,000

小計 15 公園   1,410 1,266,500
【国定公園】       
暑寒別天売焼尻 北海道 0 5,400
網走 北海道 0 8,000
ニセコ積丹小樽海岸 北海道 44 11,800
日高山脈襟裳 北海道 0 6,200
下北半島 青森県 9 6,800
津軽 青森県 0 15,800
南三陸金華山 宮城県 0 27,000
男鹿 秋田県 0 3,100
鳥海 秋田県・山形県 0 3,900
水郷筑波 茨城県・千葉県 0 2,000
南房総 千葉県 15 19,900
佐渡弥彦米山 新潟県 21 16,200
能登半島 富山県・石川県 38 30,400
越前加賀海岸 石川県・福井県 0 9,700
若狭湾 福井県・京都府 30 36,700
三河湾 愛知県 0 14,400
北長門海岸 山口県 33 31,300
室戸阿南海岸 徳島県・高知県 25 22,000
玄海 福岡県・佐賀県・長崎県 46 37,800
壱岐対馬 長崎県 48 31,000
日豊海岸 大分県・宮崎県 82 33,200
日南海岸 宮崎県・鹿児島県 56 14,000
奄美群島 鹿児島県 446 27,700
沖縄海岸 沖縄県 493 25,700
沖縄戦跡 沖縄県 0 1,700

小計 25 公園   1,385 441,700
計 40 公園   2,795 1,708,200

注１：普通地域（海域）の面積は、知床国立公園以外については、自然環境情報 GIS（環境庁）を用いて試算した参考値である。な
お、数値は 100の位で四捨五入してあるため、各数値を加えても合計欄とは必ずしも一致しない。 
注２：瀬戸内海国立公園の普通地域を地先海面に有するのは、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香
川県、愛媛県、福岡県、大分県の 11府県である。 
注３：国立公園は全国で 28箇所、国定公園は全国で 55箇所に指定されている（平成 18年 3月現在）。 

沿岸・海洋域に係る保護地域（環境省関係） 

普通地域（海域） 
海中公園地区 

 

許可制 
①工作物の新・改・増築 、②土石の採取等、③広告物の掲出
等、④指定動植物の捕獲等、⑤海面の埋立等、⑥海底の形状
の変更、⑦物の係留、⑧汚水の排出等 

届出制
①大規模な工作物の新・改・増築、②広告物の掲出等、③水
面の埋立等、④土石の採取等※、⑤海底の形状の変更※ 
※海中公園地区の周辺１ｋｍ以内 

○自然公園の海面の区域のうち海中景観の保護と利用を図る地区
○海底地形に特色があり海中動植物が豊富である、海水が清澄で
ある、水深がおおむね 20ｍ以浅、周辺陸域の保護十分図られるなど 

○自然景観が特別地域等と一体をなす地域あるいは
公園の利用上の必要性から公園区域とされている地
域 

根拠法：自然公園法、立法目的：優れた自然の風景地の保護と、その利用の増進

沿岸・海洋域に係る保護地域について 資料 ２－７ 
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国立公園・国定公園（つづき） 

      乗り入れ規制地区（陸域） 

許可制 
特別地域における通常の規制のほかに、車馬・動力船を使用し、または航空機を着陸させること 

○特別地域（陸域に限られる）の区域内で、車馬を使用すること等による動植物の生息・生育環境の悪化を防止する必要がある
地域 

地区名 関係都道府県 面積(ha) 主な保全対象 期間

【国立公園】

伊勢志摩 日和浜参宮浜 三重県 5 アカウミガメ 5月1日～10月31日

広の浜 〃 7 アカウミガメ,シロチドリ 5月1日～10月31日

吉野熊野 七里御浜 三重県 98 アカウミガメ 5月1日～9月30日

大浜 和歌山県 29 アカウミガメ 5月1日～9月30日

山陰海岸 鳥取砂丘 鳥取県 20 砂丘植生，砂丘風紋 通年

丹後砂丘 京都府 69 海岸植物，海岸動物 通年

足摺宇和海 下ノ加江海岸 高知県 4 アカウミガメ 通年

霧島屋久 永田いなか浜・前浜 鹿児島県 10 アカウミガメ 通年

田代海岸 〃 50 アカウミガメ、沈状熔岩地形 通年

小計 292

【国定公園】

網走 涛沸湖小清水海岸 北海道 1,515 海浜植生,野生動物生息地 通年

止別斜里海岸 〃 163 海浜植生 通年

三里浜ワッカ原生花園 〃 1,340 海浜植生 通年

三河湾 豊橋地区 愛知県 3 アカウミガメ、海浜植生 通年

豊橋・田原地区 〃 57 アカウミガメ、海浜植生 通年

田原地区 〃 67 アカウミガメ、海浜植生 通年

室戸阿南海岸 蒲生田海岸 徳島県 2 アカウミガメ 通年

大浜海岸 〃 4 アカウミガメ 通年

大里海岸 〃 25 アカウミガメ 通年

日南海岸 こどものくに海岸 宮崎県 10 アカウミガメ 5月1日～10月31日

風田海岸 〃 31 アカウミガメ 〃

小計 3,217

合計 3,509

普通地区（海域） 
海中特別地区 

 

自然環境保全地域 
根拠法：自然環境保全法、立法目的：自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進する等

許可制 
①工作物の新・改・増築、②土石の採取等、③指定動植物
の捕獲等、④海面の埋立等、⑤海底の形質の変更、⑥物の
係留 

届出制
①大規模な工作物の新・改・増築、②海底の形質
の変更、③土石の採取等、④海面の埋立等 

単位：ｈａ

名称 所在地 海中特別地区 
の面積 

普通地区（海域） 
の面積 

崎山湾 沖縄県 128 0
計   128 0 

注：自然環境保全地域は、全国で 10 箇所に指定されている（平成 18 年 3月現在）。 

○特別地区や海中特別地区における自然環境の保
全上重要で、自然環境保全地域全体の保全上不可
欠な地域 

○熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物を
含む自然環境がすぐれた状態を維持している海域 
○生態系等を保全するために必要不可欠な核となるもの
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国指定鳥獣保護区 
根拠法：鳥獣保護法、 立法目的：鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図る 

単位：ha 

名称 所在地 特別保護地区（海域） 
の面積 

特別保護地区以外 
（海域）の面積 

濤沸湖 北海道 900 0 
野付半島・野付湾 北海道 5,408 0 
風蓮湖 北海道 5,202 17 
厚岸・別寒辺牛・霧多布 北海道 3,578 385
小湊 青森県 0 4,083 
最上川河口 山形県 0 490 
仙台海浜 宮城県 92 6,894 
谷津 千葉県 40 0 
藤前干潟 愛知県 323 447 
紀伊長島 三重県 0 6,068 
浜甲子園 兵庫県 12 18 
中海 鳥取県・島根県 0 6,670 
宍道湖 島根県 7,651 199 
西南 高知県 0 1,019 
和白干潟 福岡県 0 249 
屋我地 沖縄県 1,001 1,127 
漫湖 沖縄県 58 0 
名蔵アンパル 沖縄県 60 926 

計 18 地区   20,747 28,207 

注１：指定例には干潟や汽水湖なども含めて摘示した。 

注２：厚岸・別寒辺牛・霧多布鳥獣保護区の面積の値には、淡水の湖沼の面積が含まれている。 

注３：国指定鳥獣保護区は、全国 66 箇所に指定されている（平成 18 年 3月現在）。 

出典：環境省資料から作成 

注：本資料は、現に海域に保護地域が指定されている場合に、その根拠法と指定実績等を摘示したもの 

特別保護地区以外（海域） 
特別保護地区（海域） 

 

許可制 
①鳥獣の捕獲等、②工作物の新・改・増築、③水面の埋立な
ど 

許可制 
鳥獣の捕獲等 

○鳥獣の保護を図るため特に必要があると認められる区域
の中でも、特に保護の必要があると認められる区域 
○鳥獣の生息等に必要と認められる中核的地区等について
指定される 

○鳥獣の保護を図るため特に必要があると認められる区域
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沿岸・海洋域に係る主な保護地域（他省庁関係） 

 

 保護水面 天然記念物（注） 

根拠法 水産資源保護法（法 14条） 文化財保護法（法 109条） 
根拠法の 

目的 

水産資源の保護培養を図り、かつその効果

を将来にわたって維持する（法１条） 
文化財を保存し、かつその活用を図る（法

１条） 
保護地域

の趣旨 

水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水

産動植物の種苗が発生するのに適してい

る水面であって、その保護培養のために必

要な措置を講ずべき水面（法 14条） 

動物、植物及び地質鉱物でわが国にとって

学術的価値が高いもののうち重要なもの

（法２条、法 109条） 
 

指定権者 都道府県知事または農林水産大臣 文部科学大臣 
指定基準 保護水面の指定基準（S28.3.2 農林省告示

94号） 
国宝及び重要文化財指定基準ならびに特

別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然

記念物指定基準（S26.5.10 文化庁告示 2
号） 

指定数 

（ 海 面 を

含むもの） 

海面：55箇所（2,948ha） １）野生動物の生息地指定天然記念物 93
件のうち、少なくとも 10 件は海面の区域
を含む。 
２）植物の天然記念物 537件のうち、少な
くとも１件は海面の区域を含む。 

指定例 

（ 海 面 を

含むもの） 

野付郡別海町地先海面（北海道）、渥美郡

田原町地先海面（愛知県）、詫間町粟島地

先海面（香川県）、石垣市名蔵湾（沖縄県）

など 

スナメリクジラ廻遊海面（広島県）、大浜

海岸のウミガメおよびその産卵地（徳島

県）、クロキヅタ産地（島根県）など 

管理計画 保護水面の管理計画（法 17条） 保存管理計画（法定計画ではない） 
管理者 都道府県知事または農林水産大臣 文化庁長官が指定した管理団体 

（通常は地方公共団体） 
規制内容 １）埋立・浚渫の工事などの改変行為につ

き知事または大臣の許可制（法 18条） 
２）管理計画の策定による水産動植物の採

捕や漁具・漁船の制限・禁止など（法 17
条） 

天然記念物の現状を変更する行為及びそ

の保存に影響を及ぼす行為につき文化庁

長官の許可制（法 125条） 
  

出典：水産庁資料、文化庁資料、官報などから作成 
注：指定数・指定例の欄では、動物、植物、地質鉱物、天然保護区域の４区分のうち（生物多様性の

保全と直接的に関係する）前２者だけを扱った。 



奄美群島

（サンゴ群集の再生、
広葉樹林の保全）

石西礁湖

（サンゴ群集の再生）

蒲生干潟

（干潟の再生）

三番瀬

（干潟の再生）

竹ヶ島

（サンゴ群集の
再生）漫湖

（干潟の再生） 竜串

（サンゴ群集の
再生）

椹野川干潟

（干潟の再生）

沿岸域における環境省関係自然再生事業の取組状況

沿岸域における自然再生について 資料 ２－８
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沿岸域における自然再生の例

１．石西礁湖自然再生の概要

■自然再生の目標
（長期的目標）

１９７２年の国立公園指定当時の豊か
なサンゴ礁生態系を取り戻す

（短期的目標）
環境負荷をなくし、現状より悪化させ

ない
■自然再生の５つの方法

・保全管理の強化（オニヒトデ対策、水質
改善（赤土対策等）等）

（ ）・持続可能な利用 持続可能な漁業利用等
・サンゴ群集の修復（着床具を用いた移植
等）

移植した種苗・普及啓発（環境教育・環境学習等） 一斉産卵時の着床具
の設置( )H16・調査研究（モニタリング調査等）

２．椹野川河口域・干潟自然再生の概要

■自然再生の目標
人が適度な働きかけを継続することで、

自然からのあらゆる恵みを持続的に享受で
きる場 『里海』を再生する。、

■豊かな流域づくりという視点
・椹野川河口干潟等の生物多様性の確保
・源流の森づくり、豊かな川づくり
・地域通貨の導入

■河口干潟における自然再生の手法
・堆積したカキ殻の粉砕、硬質化した土砂
の交換などによる底質環境の改善

カキの著しい増殖・干潟に対する働きかけが持続される体制
作り

３．三河湾シーブルー事業

■事業の目的
富栄養化による水質や底質の悪化などの状況を改善するとともに、海に親し

める利用度の高い空間を創造する
■事業の手法

国の港湾事務所と県の港湾部局及び水産部局が協力して実施
中山水道航路の浚渫で発生する良質な砂を利用した覆砂を中心とした事業
海辺に良質な砂を使い、干潟を形成したり、海底を浅くして海草などによる

自然浄化作用を高める工夫

（３．については中部地方整備局ホームページより環境省作成）
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海洋の水産資源の保存及び管理に関する制度の現状 

現在の水産資源の保存及び管理の施策は、水産基本法（平成 13年 6月 29日法律第 89号）の
規定と水産基本計画の記述を基本とし、各法律等に含まれる制度を総合して、一体的に機能して

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法律等 立法目的         

漁業法 

（1949） 

漁業生産に
関する基本的
制度を定める
等 

  ● 

法 10 条

法 52 条

 ● 

法 68 条

● 

法 67 条等 

  

水産資源 

保護法 

（1951） 

水産資源の
保護培養を図
る等 

   ● 

法４条 

    

海洋水産資源

開発促進法 

（1971） 

海洋水産資
源の開発・利
用の合理化を
促進する等 

      ● 

法 13 条 

 

海洋生物資源の
保存及び管理に
関する法律 
（1996） 

EEZ等におけ
る海洋生物資
源の保存・管
理を図る等 

● 

法３条 

法４条 

● 

法３条 

法４条 

   ● 

法４条等 

  

その他  

  各都道府

県の漁業

調整規則

各都道府

県の漁業

調整規則

   沿岸漁業

改善資金

助成法など

出典：逐条解説水産基本法解説（水産基本政策研究会編 2001）等から作成 

水産基本法第 13 条 

：排他的経済水域等における水産資

源の適切な保存及び管理 

水産基本計画 第３の１の(2) 

：排他的経済水域等における水産資

源の適切な保存及び管理 

資
源
回
復
計
画
の
推
進 

資
源
管
理
協
定
に
よ
る
漁
業
者
の
自
主
的
な 

資
源
管
理
の
促
進 

資
源
管
理
を
行
う
の
に
必
要
な
改
良
漁
具
等 

に
か
か
る
資
金
の
貸
付 

漁獲量及び漁獲努力量の管理 

漁
獲
可
能
量
（TAC

）
の
設
定
・
管
理 

漁
獲
努
力
可
能
量
（TAE

）
の
設
定
・
管
理 

指
定
漁
業
の
許
可
・
漁
業
権
の
免
許
等
の
漁
業 

管
理
制
度
の
適
切
な
運
用 

水
産
動
植
物
の
採
捕
の
規
制 

広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
広
域
分
布
す
る 

水
産
資
源
の
保
護
に
か
か
る
指
示 

Ａ Ａ Ｂ Ｃ 

水産資源保護制度について 
資料 ２－９ 
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 漁獲可能量（TAC）・漁獲努力可能量（TAE）制度、 
採捕規制、資源回復計画 

 

 

Ａ．漁獲可能量（TAC）・漁獲努力可能量（TAE）制度 

 

・ＴＡＣ制度は、平成８年、我が国において「国連海洋法条約」が発効したことに

伴い、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づき導入された水産資源管

理の新しい仕組み。それまで行われてきた漁獲能力や漁獲努力量＊の規制による

資源管理と異なり、“採捕量”そのものに着目して管理する制度 

・ＴＡＣとは「Total Allowable Catch」の略で、魚種ごとに１年間の漁獲の上限を定
めることにより、資源の保存・管理を図ろうとするもの 

・ＴＡＥ＊制度は、平成 15 年に導入された資源状態が悪化している漁業資源を早
急に回復するために資源回復計画の対象となる魚種について、対象となる漁業と

海域を定めた上であらかじめ漁獲努力量の上限を「漁獲努力可能量」として定め、

その範囲内に漁獲努力量を収めるように対象漁業を管理する制度 

   ＊漁獲努力量……漁獲のために投入された操業日数、漁船数等の量のこと 

   ＊ＴＡＥ……「Total Allowable Effort」の略 
 

 

Ｂ．採捕規制 

 

・水産資源保護法に基づき、水産資源の保護培養のために必要があるときに、農林

水産省令又は各都道府県の漁業調整規則において、水産動植物の採捕、販売・所

持、漁具・漁船などの制限・禁止について規則を定めるもの 

・農林水産省令では、ヒメウミガメ（卵含む）、オサガメ（卵含む）、シロナガス

クジラ、ホッキョククジラ、スナメリ、ジュゴンの６種の保護動物について、一

定の区域での採捕を原則禁止。また、違法に採捕された個体の所持・販売も禁止 

 

 

Ｃ．資源回復計画 

 

・平成 13年の水産基本法制定とともに、主要な水産関係法制度について、水産基
本法の示す施策の方向に即して行われた改正により新たに示された漁業管理制

度 

・緊急に資源回復を図る必要がある魚種について、減船、休漁等を含む漁獲努力量

の削減や種苗放流等による資源の積極的な培養、漁場環境の保全などの資源回復

措置を計画的、横断的に講じていくもの 

・資源回復計画は、国（一都道府県の範囲にとどまる資源については都道府県）が

作成。法律等に基づくものではないが、海洋生物資源の保存及び管理に関する法

律（ＴＡＣ・ＴＡＥ制度）、漁業法等によってその実効を担保 
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資源回復計画の例 

 日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画 

（ハタハタ関係を抜粋） 

公表時期 平成 15 年（2003 年）７月１日公表 

資源の現状と

回復の必要性 

○1965 年から 1975 年までは漁獲量が 20,000 トン前後と非常に高い水準にあった。 

○1976 年に漁獲量が 11,746 トンに半減して以降、漁獲状況は急激に悪化し、1991 年には 158 トンま

で落ち込んだ。 

○資源状況の急激な悪化を踏まえ、秋田県では1992年から独自に３年間の採捕禁止に踏み切った。

○また、関係４県の漁業者が北部日本海ハタハタ資源管理協定を締結し、資源管理を実施してきた。

○これらにより漁獲量も回復してきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源の利用の 

現状 

○日本海北部においてハタハタを対象としている漁業は、漁獲量（2002 年）でみると小型定置網漁業

で 57％、底びき網漁業で 35％と全体の 90％近くを占め、刺し網とその他で約８％を漁獲している。 

 

資源管理等の 

現状 

○公的規制措置：隻数制限・水域制限・期間制限・漁具制限・体長制限など 

○自主的規制措置：全長による採捕禁止・再放流、網目制限、漁獲量制限など 

○遊漁について一部の県で、卵の採捕禁止及び所持販売禁止、たも網等による採捕禁止。 

○放流技術に係る基礎技術開発、種苗の大量生産技術開発、種苗放流、産卵場拡大のための藻場

造成整備 

○一部漁業者による、外国漁船による残置漁具の回収、海底清掃等 

 

資源回復のた

めに講じる措

置 

○H15年度～23年度までに、各県ごとに定めた漁獲努力量削減措置（減船、休漁、漁具の改良など）

を順次実施する。 

○また、必要に応じ、漁具の改良、休漁、保護区域の設定等を追加する等検討することにする。 

○休漁する漁業者を活用した海底堆積物の除去及び海底耕耘 

 

資源回復の 

目標 

○関係漁業者が実施中の資源管理措置を基礎とし、さらに措置を講じ、小型魚の保護などを行うこと

により、現状の回復傾向を維持し、海域全体の漁獲量で5,000 トン（1970年代後半の水準）まで回復さ

せることを目標とする。 

 

漁獲努力量の

削減措置及び

その効果に関

する公的担保

措置 

○TAE の設定（海洋生物資源の保存及び管理に関する法律）。 

○必要に応じ、漁業調整委員会指示（漁業法）による禁漁期間、禁猟区域の設定等の担保措置につ

いて検討。 

 

資源回復のた

めに講じる措

置に対する支

援策 

○漁具等の廃棄・改良に必要な経費、休漁中の漁業経営経費、不要漁船・漁具のスクラップ経

費等の助成など。 
 

出典：水産庁ホームページより作成 
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知床世界自然遺産地域海域管理計画について 
 
１．経緯 
・ 知床は、海洋生態系と陸上生態系の相互関係の顕著な見本である等の評

価を受け、平成１７年７月に世界遺産リストに記載 
・ 記載の際、遺産地域の海域部分の境界線を距岸１ｋｍから３ｋｍに拡張

すること及び海域管理計画の早期策定等が求められた。 
 
平成１６年 １月 推薦書提出 
平成１６年 ７月 国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）による現地調査 
平成１６年 ８月 IUCNより海域部分の保護強化を求められる 
平成１７年 ３月 海域部分の保護強化の対応決定 

① 海域管理計画を３年以内に策定 
② 推薦区域を、現行の距岸１ｋｍから、水深２００ｍ

の陸棚を含む距岸３ｋｍに拡張 
平成１７年 ７月 世界遺産委員会で「知床」が世界遺産リストに記載 
平成１７年１２月 海域を距岸３ｋｍに拡張 

 
２．目指す方向性 
（１）作成状況 

現在、専門家で構成される知床世界自然遺産地域科学委員会に設置した海

域WGにおいて科学的な検討を行うとともに、北海道をはじめ漁業協同組合
等地域関係者と連携し、平成１９年度中を目途としてとりまとめる予定。 

（２）方向性 
海域管理計画は、持続的な水産資源利用による安定的な漁業の営みと海洋

生物や海洋生態系の保護管理の両立を目標とし、現行の漁業関係規則や漁業

者・漁業団体が実施している自主管理措置（注）といった漁業関連のルール

を基調として策定。策定主体は環境省と北海道。 
 
（注）自主管理措置の例－羅臼漁業協同組合によるスケトウダラの自主管理 
・ 禁漁期及び禁漁区の設定 
・ 網目の制限 
・ 共同経営体方式 
・ 自主減船 
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沿岸、海洋生物モニタリングの現状 

 

 ・従来、海洋環境のモニタリングは物理化学的な水質分析を中心に実施されており、継

続的に行われている水温等の定線観測網は、世界でも類の無い貴重な外洋域の定期デ

ータを提供 
・しかし、海洋生物そのものを対象としたモニタリングは、水産庁や各地方の水産試験

場が行ってきた漁業資源調査を除くと、部分的な調査が行われているのみ 

 

日本国内の海洋生物モニタリングの事例 

１．水産庁、各地方水産試験場による漁獲統計、資源量調査など 
 ・漁獲統計に関して 100年以上にわたり記録 
 ・資源管理のための調査として 1940年代（大規模調査は 1970年代）から漁獲対象種の

卵稚仔を調査 

 

２．環境省による海洋環境モニタリング調査 
 ・平成 10年から実施 
 ・陸域起源の汚染による水質・底質への影響、生物群集の状況、プラスチック類漂流物

の量、海洋生物に蓄積される汚染物質の濃度などを調査し、海洋の汚染状況を把握 
 ・生物群集の調査は、海底で生活する微小生物の種類組成などの変化を調査。海洋生物

に蓄積される汚染物質の調査は、ＰＣＢなどの物質について、沿岸ではムラサキイガ

イ、底性サメ類を、沖合ではイカ類、タラ類、甲殻類を調査 

 

３．環境省による自然環境保全基礎調査 
 ①干潟 
  （浅海域生態系調査） 

 対象：重要湿地５００に含まれた全国１４５箇所の干潟 
 目的：全国規模で底生動物相を把握 
 期間：平成１４～１６年度。結果とりまとめ中 

 （モニタリングサイト１０００） 
 対象：浅海域生態系調査の結果を踏まえ、日本を代表する干潟タイプの標準的なデ

ータを取得するコアサイト（想定数２０～３０サイト）と全国的な干潟の概況

をモニタリングするサイト（想定数１５０サイト）を設定 
 内容：干潟の概況のほか底生生物、シギ・チドリ類といった干潟生態系を構成する

生物について質的量的変化を把握予定 
 予定：平成１９年度までにサイト設定見込み。平成１８～１９年度に調査手法、実

施体制等を検討 
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 ②藻場 
 （浅海域生態系調査） 
 対象：重要湿地５００に含まれた全国１２９箇所の藻場 
 目的：全国規模で海藻・海草藻場の生物相を把握 
 期間：平成１４～１８年度。平成１９年度に結果とりまとめ予定 

 （モニタリングサイト１０００） 
 対象：浅海域生態系調査の結果を踏まえ、海域区分及び藻場タイプ等による全国的

な配置、継続的な調査実施体制を主な基準として５０サイト程度選定 
 内容：生物相、生物量等藻場の質的量的な変化を把握予定 
 予定：平成１９年度までにサイト設定見込み。平成１９年度に調査手法、実施体制

等を検討 

 

 ③サンゴ礁 
 （モニタリングサイト１０００） 
 対象：サンゴ礁の分布する日本の沿岸域を地理や海流等の条件により区域分けし、

その区域ごとにサイトを設定 
 内容：生物量、生物相等サンゴ礁の質的量的変化を把握 
 予定：現在２３サイトにおいて調査実施。さらに調査体制等を検討中の１サイトを

追加予定 

 

 ④砂浜 
 （モニタリングサイト１０００） 
    対象：全国的な配置や継続的な調査実施体制等を基準として、現在のところウミガ

メ調査を実施するサイトを選定 
  内容：改変の行われていない砂浜海岸の指標種としてのウミガメの産卵上陸状況及

び植生等周辺環境の状況の変化を把握予定 
  予定：現在４１サイトにおいてウミガメ調査を開始 

 

国際的な事例：海洋生物のセンサス（Census of Marine Life: CoML） 
 ・2000 年より実施 
 ・70 を超える国々の研究者が力を合わせ、国際的なネットワークにより、過去、現在、

未来の世界の海洋生物の多様性、分布と個体数を調査し解明する事を目指す 10カ年計
画 

 ・潮間帯から海溝に及ぶ海の６つの領域に住む生物の多様性・分布と総量を明らかにし、

そのデータを海洋生物地理学情報システム登録・蓄積。また、得られる膨大なデータに

より環境及び人間による影響が近い未来の海洋生物のどのような変化をもたらすかを

解析する予定 
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課題と方向性 

課  題 方 向 性 

 

・干潟・藻場・サンゴ礁等生物多様

性保全上重要な浅海域の保全を

一層推進すること。 

・その際、広域的なネットワークの

視点を持って取り組むこと。 

 

 

 

・干潟・藻場・サンゴ礁等、浅海域に

おける保護地域の指定等を進めると

ともに、海域保護区のあり方について

制度面も含めて検討。 

・特に浅海域については、陸域との関

係を踏まえた流域一体での取り組み

や生息する種の移動等を考慮した広

域的、国際的な取り組みなど国内外の

ネットワークを強化。 

・干潟、藻場、サンゴ礁等の再生は、

各地の取り組みを通じた技術的知見

を集積しつつ、さらに積極的に推進。

 

 

・漁業対象種以外の海洋生物は、漁

業資源における知見の蓄積に比

べて情報面で立ち遅れ。沿岸・海

洋域の生物多様性に係る総合的

なデータ整備を推進すること。 

 

・当面、生物多様性保全上重要な浅海

域について、関係各省間の情報交換を

図り、生物・生態系に係るデータの充

実を推進。 

・浅海域以外の海洋における総合的な

データ整備については、効果的・効率

的な手法のあり方を含めて検討。 
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